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 佐賀県人事委員会告示第１号 

 不利益処分についての審査請求に関する規則（昭和 38 年佐賀県人事委員会

規則第４号。以下「規則」という。）第 10条の２第３項の規定に基づき、次の

とおり公示する。 

  平成 30 年３月 30 日 

        佐賀県人事委員会委員長  中  野  哲 太 郎    

１ 審査請求人の氏名 

  別紙のとおり 

２ 公示事項 

  昭和 50 年７月 14 日付け又は昭和 52 年９月 29 日付けで受理した地方公務

員法（昭和 25年法律第 261 号）第 49 条の２第１項の規定に基づく１に掲げ

る者の審査請求については、規則第 12 条第１項の規定に基づき、平成 30年

３月 26 日付けで棄却する旨の裁決をした。 

  当該裁決書の写しは、当委員会において保管しており、いつでもその送付

を受けるべき者に交付する。  
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（別紙） 

審査請求人氏名 

矢加部正幸 小野峰雄 坂井秀彦 中溝善治 

千葉満子 溝上岩已 田中勲 才田三郎 

 


